
 

石垣市特産品販路拡大支援事業補助金交付要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、市内生産者、市内輸出事業者が県内外及び海外へ販路拡大を図ることを

目的とした展示会、見本市、物産展等への出展及び商談を行うための事業について石垣市特

産品販路拡大支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、石垣空港・

石垣港を基軸とする物流機能の強化形成に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 市内生産者 市内に本店又は主たる住所を有する生産者又は加工・製造者をいう。 

(2) 市内輸出事業者 市内に本店又は事業所を有し、輸出を行う法人をいう。 

(3) 特産品 市内で主たる生産又は加工を行った製品等 

(補助対象者) 

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 市内生産者及び市内輸出事業者 

(2) 補助対象経費に該当する経費について、本市の他の補助金、国庫補助金等本市以外の他

の補助金・助成金等の適用を受けていない。 

(3) 市税等の滞納(納税猶予等の措置によるものを除く。)のない者 

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に定める

営業を行う者でないこと。 

(5) 石垣市暴力団排除条例(平成23年石垣市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員で

ない者又は暴力団員と密接な関係を有しない者 

(補助対象事業及び補助対象経費等) 

第4条 補助対象事業及び補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。 

３ 補助金の交付は、同一年度内において1回のみとし、同一の補助対象者に対し、通算して

３回を限度とする。 

 (補助金の交付申請) 

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、石垣市特産品販路拡大支援事 

業補助金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければなら

ない。 



 

(1) 石垣市特産品販路拡大支援事業 実施計画書（様式第2号） 

(2) 石垣市特産品販路拡大支援事業 補助対象経費内訳書（様式第3号） 

(3) 石垣市特産品販路拡大支援事業 会社概要書（様式第4号） 

(4) 石垣市特産品販路拡大支援事業 誓約書（様式第5号） 

(5) 出展申込書の写し 

(6) 市税の滞納をしていないことを証明する書類 

(7) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定及び通知) 

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、

補助金の交付の可否を決定するものとする。 

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、石垣市特産品販路拡大支援事業補助金交付決 

定通知書(様式第6号)により、不交付の決定をしたときは、石垣市特産品販路拡大支援事業補

助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する決定をする場合において、必要な条件を付することができる。 

(事業の変更等) 

第8条 補助対象者は、補助対象事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、

石垣市特産品販路拡大支援事業補助金(変更・中止・廃止)申請書(様式第8号)を市長に提出な

ければならない。 

2 市長は、前項による申請があったとは、これを審査し、適当と認められる場合は、石垣市

特産品販路拡大支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第9号)により申請者に通

知する。 

3 市長は、前項に規定する通知をする場合において、必要な条件を付することができる。 

(実績報告) 

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに石垣市特産品販路拡大支援事業

補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 石垣市特産品販路拡大支援事業 実績報告書（様式第11号） 

(2) 石垣市特産品販路拡大支援事業 補助対象経費内訳書（様式第12号） 

(3) 補助対象経費の支払いを称する書類の写し（領収書等） 

(4) 出展又は商談したことが確認できる書類（出展時の写真等） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

(6) 交付請求書 

(補助金の確定) 



 

第10条 市長は、前条の規定による報告を受理したときは、速やかに報告の内容を審査し、適

当であると認めたときは、補助金の額を確定し、石垣市特産品販路拡大支援事業補助金交付

確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第11条 補助対象者は前条の規定による通知を受けた後、直ちに石垣市特産品販路拡大支援事

業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の請求を受け付けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。 

(補助金交付決定の取消し等) 

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することを認めた

ときは、交付決定を取消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返

還させることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認められる事実があったとき。 

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し等を行う場合には、石垣市特産品販

路拡大支援事業補助金交付決定（取消・停止・廃止）通知書(様式第15号)により当該補助対

象者に通知するものとする。 

 (書類の保存) 

第13条 補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付

した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。 

 (委任) 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第6条関係） 

補助対象内容 補助対象経費 補助率 上限 

１ 県内外、海外で開催さ

れる展示会・物産展・商談

会等に出展又は海外現地企

業との商談を目的とした渡

航費用 

航空運賃 

船舶運賃 

海外での宿泊料 

※航空運賃及び船舶

運賃はエコノミーク

ラスに限り、国際観光

旅客税は補助対象外

とする。 

航空運賃及び

船舶運賃は2分

の1以内 

宿泊料は1泊1

万5千円以内 

1回の渡航につき1社

から2名以内の渡航か

つ7泊8日以内とし、13

万円を上限とする。 

２ 国、県、本市が県内で

主催・共催又は後援する大

規模な展示会や商談会への

参加を目的とした輸送費 

輸送費 2分の1以内 3万円を上限とする。 

３ 自社で企画・開発して

いる商品を海外へ販路拡大

するための商品改良を行う

経費 

商品改良費 

（デザイン改良費、成

分分析費、検査費用） 

2分の1以内 15万円を上限とする。 

 


